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定時株主総会招集ご通知

開 催 日 時
2021年６月24日（木曜日）
午前10時（受付開始時刻：午前９時20分）

開 催 場 所
愛知県清須市西枇杷島町小田井一丁目12番地１
にしび創造センター　ドレミホール（３階）
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開催場所、運営方法に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載
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証券コード5384
株 主 各 位 2021年６月３日

　愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１

代表取締役社長 関 　  敬  史

第69期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第69期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　新型コロナウイルスにつきましては、近時、従来型に加え変異ウイルスの感染が全国的に拡大している
ことから、株主様の安全確保を最優先といたしたく、本株主総会では、書面またはインターネット等によ
り事前に議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日にご来場されないよう強
くお願い申しあげます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき「議決権行使のご案内」
をご高覧のうえ、2021年６月23日(水曜日)午後５時までに議決権を行使いただきたくお願い申しあげま
す。

敬　具
記

１ 日 時 2021年６月24日（木曜日）午前10時（受付開始時刻：午前９時20分）
２ 場 所 愛知県清須市西枇杷島町小田井一丁目12番地１

にしび創造センター　ドレミホール（３階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３ 目 的 事 項 報告事項 １．第69期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

２．第69期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報
告の件

決議事項 第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役５名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件
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４ その他本招集通
知に関する事項

以下の事項につきましては、法令及び当社定款第15条に基づき、インターネット
上の当社のウェブサイト（アドレス https://www.fujimiinc.co.jp/）に掲載して
おりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
①　連結株主資本等変動計算書
②　連結計算書類の注記
③　株主資本等変動計算書
④　計算書類の注記
したがって、監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、株
主総会招集ご通知提供書面に記載の各書類のほか、当社のウェブサイトに掲載し
ている連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の注記、株主資本等変動計算書
及び計算書類の注記となります。

以　上

株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイ
ト（アドレス https://www.fujimiinc.co.jp/）に掲載させていただきます。
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議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

ご推奨 ご推奨

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

同封の議決権行使書用紙に各議案の
賛否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

行使期限

2021年６月23日（水曜日）
午後５時到着分まで

インターネットで議決権を
行使する方法

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

行使期限

2021年６月23日（水曜日）
午後５時まで

株主総会に
ご出席する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、同
封の議決権行使書用紙を会場受付へ
ご提出ください。

株主総会開催日時

2021年６月24日（木曜日）
午前10時（受付開始時刻：午前９時20分）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第●号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第●号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録してください。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第 １ 号 議 案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、経営にあたって
おります。配当につきましては連結配当性向を50％以上とすることを目標として、業績に応じた
積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意することを基本方針としておりま
す。

この基本方針に基づき慎重に検討しました結果、当期の期末配当金につきましては、１株につ
き普通配当65円とさせていただきたく存じます。
（１）　配当財産の種類

金銭といたします。
（２）　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金65円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は1,627,050,685円となります。
これにより、当期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金50円を含め、
１株につき115円となります。

（３）　剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月25日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項
（１）　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000円
（２）　増加する剰余金の項目とその額

別 途 積 立 金 3,000,000,000円
0

30

120

0%

50%

90

60

100%

第65期

28

25

第66期

38

25

第67期

47

40

第68期

47

40

65

50

39.0%
51.6% 50.3% 50.3%

第69期

50.7%

（ご参考）配当金の推移
期末 中間 配当性向（円）
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第 ２ 号 議 案 取締役５名選任の件

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、現下の当社
経営体制に鑑み、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

１．せ き

関
 

　
け い

敬
し

史 (1964年４月６日生) 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ▍所有する当社株式の数
447,706株

▍取締役在任年数
18年

▍当期における
取締役会への出席状況
19回/19回（100％）

1989年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀
行）入行

1997年10月 当社入社
2000年２月 旧FUJIMI CORPORATION社長
2003年６月 当社取締役新規事業本部長
2005年４月 同　取締役CMP事業本部長
2008年４月 同　代表取締役社長
2013年１月 同　代表取締役社長兼FUJIMI KOREA 

LIMITED代表取締役

2013年８月 同　代表取締役社長兼FUJIMI KOREA
LIMITED代表取締役兼FUJIMI 
TAIWAN LIMITED董事長

2014年４月 同　代表取締役社長兼CMP事業本部長兼
FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役兼
FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

2015年４月 同　代表取締役社長兼FUJIMI KOREA 
LIMITED代表取締役

2016年４月 同　代表取締役社長
2020年４月 同　代表取締役社長兼財務本部長（現任）

取締役候補者とした理由
関敬史氏は、2008年に代表取締役社長に就任し、長年にわたり当社経営及び海外子会社の統括にあたっております。そ
の経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役会の機能を強化することが期待できるため、引き続き取締
役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係
特別の利害関係はありません。
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候補者番号

２．お お

大
わ き

脇
と し

寿
き

樹 (1960年12月27日生) 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ▍所有する当社株式の数
14,457株

▍取締役在任年数
９年

▍当期における
取締役会への出席状況
19回/19回（100％）

1983年４月 当社入社
1999年４月 旧FUJIMI AMERICA INC.（現　FUJIMI 

CORPORATION）出向
2011年４月 当社ディスク事業本部長兼FUJIMI-

MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.
社長

2012年６月 同　取締役ディスク事業本部長兼FUJIMI-
MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.
社長

2014
2017

年
年

４
４

月
月

同　取締役機能材事業本部長
同　取締役機能材事業本部長兼FUJIMI-
MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.社長

2020年
2021年

12月
４月

同　取締役機能材事業本部長
同　常務取締役機能材事業本部長（現任）

取締役候補者とした理由
大脇寿樹氏は、ディスク事業部門、機能材事業部門、溶射材事業部門の統括及び海外子会社の経営にあたり、豊富な経
験、実績を有しております。これらの経験や実績をもとに、取締役会の機能を強化することが期待できるため、引き続き
取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係
特別の利害関係はありません。

候補者番号

３．す ず

鈴
き

木
か つ

勝
ひ ろ

弘 (1962年３月９日生) 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ▍所有する当社株式の数
16,057株

▍取締役在任年数
９年

▍当期における
取締役会への出席状況
19回/19回（100％）

1984年４月 当社入社
1992年７月 旧FUJIMI AMERICA INC.（現　FUJIMI 

CORPORATION）出向
2005年４月 FUJIMI CORPORATION ディレクター
2011年４月 当社シリコン事業本部長
2012年６月 同　取締役シリコン事業本部長
2015年４月 同　取締役シリコン事業本部長兼CMP事業

本部長兼FUJIMI TAIWAN LIMITED
董事長

2016年４月 同　取締役CMP事業本部長兼FUJIMI
CORPORATION社長兼FUJIMI 
TAIWAN LIMITED董事長

2018年４月 同　取締役CMP事業本部長兼FUJIMI
CORPORATION会長兼FUJIMI 
TAIWAN LIMITED董事長

2021年４月 同　常務取締役CMP事業本部長兼FUJIMI
CORPORATION会長兼FUJIMI 
TAIWAN LIMITED董事長（現任）

取締役候補者とした理由
鈴木勝弘氏は、シリコン事業部門、CMP事業部門の統括及び海外子会社の経営にあたり、豊富な経験、実績を有してお
ります。これらの経験や実績をもとに、取締役会の機能を強化することが期待できるため、引き続き取締役候補者といた
しました。

候補者と当社との特別の利害関係
特別の利害関係はありません。
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候補者番号

４．か わ

川
し た

下
ま さ

政
み

美 (1949年９月３日生) 再 任 社 外

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ▍所有する当社株式の数
－株

▍社外取締役在任年数
６年

（社外監査役在任年数
３年）

▍当期における
取締役会への出席状況
18回/19回（94.7％）

1973年４月 日本特殊陶業株式会社入社
2004年７月 同　自動車関連事業本部営業本部中国部長
2005年６月 同　取締役
2008年６月 同　常務取締役
2009年２月 同　専務取締役

2009年６月 同　代表取締役副社長
2011年６月 同　最高顧問
2012年６月 同　顧問
2012年６月 当社　社外監査役
2015年６月 同　社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由
川下政美氏は、日本特殊陶業株式会社の経営者として培われた専門的な知識・経験等を有し、当社経営に対し客観的な
視点での提言を頂いております。今後もこれらの豊富な経験や実績をもとに取締役会の機能を強化することが期待でき
るため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係
特別の利害関係はありません。

候補者の独立性について
当社と日本特殊陶業株式会社との2018年度以降の３ヵ年の取引は連結売上高の１％未満であり、仕入はありません。
また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務や独立性に影響を及ぼす
恐れはないと判断しております。

候補者番号

５．あ さ

浅
い

井
よ し

侯
つ ぐ

序 (1954年５月16日生) 再 任 社 外

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
▍所有する当社株式の数

1,914株

▍社外取締役在任年数
４年

▍当期における
取締役会への出席状況
19回/19回（100％）

1977年４月 ブラザー工業株式会社入社
1989年７月 BROTHER INDUSTRIES (AUST) PTY 

LTD出向　同社代表取締役
2000年10月 ブラザー工業株式会社　総合企画部長
2004年６月 同　執行役員I＆DカンパニーEVP*経営企

画部長 * EVP：エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント

2006年４月 同　執行役員人事部長
2011年４月 同　常務執行役員法務総務部長
2016年４月 同　常務執行役員
2017年６月 当社　社外取締役（現任）
2020年６月 アネスト岩田株式会社 社外取締役（現任）

[重要な兼職の状況]　アネスト岩田株式会社　社外取締役
社外取締役候補者とした理由

浅井侯序氏は、ブラザー工業株式会社の執行役員等の要職を歴任し、経営上求められる判断力、見識等を有し、当社経
営に対し客観的な視点での提言を頂いております。今後もこれらの豊富な経験や実績をもとに取締役会の機能を強化す
ることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係
特別の利害関係はありません。

候補者の独立性について
当社とブラザー工業株式会社との2018年度以降の３ヵ年の取引は売上、仕入ともにありません。また、人的関係、資
本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断し
ております。
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　　 (注)1. 川下政美氏、浅井侯序氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立
　　　　　 役員として届け出ております。
　　　　 2. 当社は川下政美氏、浅井侯序氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任
　　　　　 を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定です。　
　　　　　 その契約の内容の概要は次のとおりであります。

　(1)社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償の責任を負う場合は、法令の定める額を限度として、　　
　その責任を負う。

　(2)上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でありかつ　　
　重大な過失がないときに限るものとする。

3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該　
保険契約の被保険者の範囲は当社のすべての取締役、及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

　 当該保険契約の内容の概要は、次のとおりであります。
　(1)会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を　

　塡補の対象としております。
　(2)被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による違法行為等に起因　

　する損害等については、塡補の対象外としております。
　各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
4. 候補者の保有する当社の株式数にはフジミインコーポレーテッド役員持株会における本人持分が含まれております。
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第 ３ 号 議 案 補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいたした
いと存じます。

なお、補欠監査役候補者は、監査役が法令に定める員数を欠くことになった場合を就任の条件とし、
その任期は退任監査役の任期が満了する時までとなります。また、本選任の効力は、次期定時株主
総会開始の時までとなります。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

はやし

林
 

　
の ぶ

伸
ふ み

文 (1955年４月12日生) 社 外

略歴、地位及び重要な兼職の状況 ▍所有する当社株式の数
－株1978年３月 昭和監査法人大阪事務所入所

（現 EY新日本有限責任監査法人）
1981年９月 監査法人丸の内会計事務所入所
1982年３月 公認会計士登録

1995年８月 監査法人トーマツ　社員就任
（現 有限責任監査法人トーマツ）

2014年９月 有限責任監査法人トーマツ退所
2014年10月 公認会計士林伸文事務所開設

現在に至る

補欠社外監査役候補者とした理由
林伸文氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しております。また、公認会計士事務所の代表者として経営全般に関
する見識を有しており、これらの経験や実績をもとに社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断し、引
き続き補欠の社外監査役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係
特別の利害関係はありません。

（注）１.林伸文氏は補欠の社外監査役候補者であり、同氏が監査役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所及び株式
会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

２.林伸文氏が監査役に就任した場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。その契約の内容の概要は次のとおりであります。
(1)社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償の責任を負う場合は、法令の定める額を限度として、
　 その責任を負う。
(2)上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でありかつ重

大な過失がないときに限るものとする。
３.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

　　　　　　　当該保険契約の被保険者の範囲は当社のすべての取締役、及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりま
　　　　　　　せん。当該保険契約の内容の概要は、次のとおりであります。
　　　　　　　(1)会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等
　　　　　　　　 を塡補の対象としております。
　　　　　　　(2)被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による違法行為等に起
　　　　　　　　 因する損害等については、塡補の対象外としております。
　　　　　　　林伸文氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。
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（ご参考）社外役員の独立性に関する基準
当社は、社外役員が以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断します。

１．当社との関係
(1)当社及び当社の関係会社の役員又は使用人である者

２．株主との関係
(1)当社の主要株主（議決権ベース10％以上）である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、

執行役員（以下「役員」とする）又は使用人
(2)最近５年間において当社の主要株主である会社の役員又は使用人であった者
(3)当社が主要株主である会社の役員又は使用人である者

３．取引先企業との関係
(1)最近３年間において、当社又は関係会社を主要な取引先（※１）としていた者

※１　主要な取引先：当社及び関係会社への売上が連結売上高（年間）の１％を超える取引先
(2)最近３年間において、当社の主要な取引先（※２）であった者

※２　主要な取引先：当社の連結売上高（年間）の１％以上の売上がある取引先

４．経済的利害関係者
(1)当社又は関係会社から取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社

の現在の役員又は使用人である者
５．専門的サービス提供者
(1)当社又は関係会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士又は監査法人の社員、パート

ナー又は従業員である者
(2)最近３年間において、当社又は関係会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士又は監

査法人の社員、パートナー又は従業員であった者で、当社又は関係会社の監査業務を実際に担
当していた者（現在退職又は退所している者を含む）

(3)上記に該当しない公認会計士、税理士又は弁護士、その他のコンサルタントであって、役員
報酬以外に当社又は現在の子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他
財産上の利益を得ている者

６．近親者
(1)当社又は関係会社の業務執行取締役又は執行役員、主要株主、主要取引先、大口債権者の役

員等の二親等内の親族又は同居の親族
(2)二親等内の親族又は同居の親族が、当社又は現在の子会社の会計監査人、監査法人の社員又

はパートナーである者
(3)二親等内の親族又は同居の親族が、弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以

外に、当社又は関係会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上
の利益を得ている者に該当する者

(4)当社又は関係会社から取締役、監査役を受け入れている会社の取締役、監査役、会計参与、
執行役、執行役員である者の二親等内の親族又は同居の親族である者

以上
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（提供書面）
事業報告（2020年４月１日から2021年３月31日まで)

１ 企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

　当連結会計年度の当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の
影響により各国で経済活動が停滞し、また、貿易摩擦に加え香港問題等により米中対立の懸念が
高まる中、世界経済は不透明感が一層強まりました。一方、世界半導体市場は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のための「ＳＴＡＹ ＨＯＭＥ」に伴うデータセンター及びＰＣ向けの需要増加
により、市況は堅調に推移したことに加え、米中貿易摩擦の激化に対する懸念から在庫積み上げ
の動きがありました。
　こうした状況下、当連結会計年度の業績は、売上高41,956百万円(前期比9.2％増)、営業利益
7,639百万円（前期比27.2％増）、経常利益7,709百万円（前期比24.8％増）、親会社株主に帰
属する当期純利益5,607百万円（前期比31.3％増）となりました。

（セグメント別売上高）
日本 売上高24,781百万円（前期比13.2％増）

59.1%

売上高構成比

21,894

第68期
（2020年３月期）

24,781

第69期
（2021年３月期）

売上高 （単位：百万円）

北米 売上高5,628百万円（前期比1.9％減）

13.4%

売上高構成比
5,738

第68期
（2020年３月期）

5,628

第69期
（2021年３月期）

売上高 （単位：百万円）

　日本につきましては、最先端半導体デバイス向けＣＭＰ製品
及びシリコンウェハー向け製品の販売が増加したことにより、
売上高は24,781百万円（前期比13.2％増）、セグメント利益（営
業利益）は売上増加に加え製品構成の良化により7,362百万円
（前期比35.5％増）となりました。

　北米につきましては、売上高は5,628百万円（前期比1.9％減）
となりましたが、セグメント利益（営業利益）は製品構成の良
化により416百万円（前期比47.7％増）となりました。
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アジア 売上高 10,044百万円（前期比8.6％増）

23.9%

売上高構成比

9,252

第68期
（2020年３月期）

10,044

第69期
（2021年３月期）

売上高 （単位：百万円）

欧州 売上高 1,502百万円（前期比1.3％減）

3.6%

売上高構成比
1,522

第68期
（2020年３月期）

1,502

第69期
（2021年３月期）

売上高 （単位：百万円）

　アジアにつきましては、最先端ロジックデバイス向けＣＭＰ
製品の販売が好調に推移したことから、売上高は10,044百万円
（前期比8.6％増）、セグメント利益（営業利益）は2,050百万
円（前期比4.9％増）となりました。

　欧州につきましては、売上高は1,502百万円（前期比1.3％
減）、セグメント利益（営業利益）は為替の影響もあり159百万
円（前期比19.7％減）となりました。

（用途別売上高）
ウェハーラッピング ウェハーポリシング

売上高 4,604百万円（前期比20.0％増）

11.0%

売上高構成比

3,838

第68期
（2020年３月期）

4,604

第69期
（2021年３月期）

売上高 （単位：百万円）

売上高 9,621百万円（前期比6.8％増）

22.9%

売上高構成比
9,006

第68期
（2020年３月期）

9,621

第69期
（2021年３月期）

売上高 （単位：百万円）

　シリコンウェハー向け製品につきましては、半導体業界の高
い稼働に支えられ、ラッピング材の売上高は4,604百万円（前期
比20.0％増）となりました。

　ポリシング材の売上高は9,621百万円（前期比6.8％増）とな
りました。
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ＣＭＰ向け ハードディスク向け
売上高20,037百万円（前期比15.4％増）

47.8%

売上高構成比

17,361

第68期
（2020年３月期）

20,037

第69期
（2021年３月期）

売上高 （単位：百万円）

売上高 1,705百万円（前期比21.2％減）

4.1%

売上高構成比
2,164

第68期
（2020年３月期）

1,705

第69期
（2021年３月期）

売上高 （単位：百万円）

　ＣＭＰ向け製品につきましては、メモリ向けでは需要に一服
感が見られたものの、ロジック向けの需要は引き続き好調に推
移したことから、売上高は20,037百万円（前期比15.4％増）と
なりました。

　ハードディスク向け製品につきましては、ＳＳＤ（ソリッド
ステート・ドライブ）への置き換えによる市場の縮小及び顧客
の生産プロセスの変更の影響により、売上高は1,705百万円（前
期比21.2％減）となりました。

一般工業用研磨材 その他
売上高 3,779百万円（前期比5.8％増）

9.0%

売上高構成比

3,571

第68期
（2020年３月期）

3,779

第69期
（2021年３月期）

売上高 （単位：百万円）

売上高 2,207百万円（前期比10.4％減）

5.2%

売上高構成比
2,465

第68期
（2020年３月期）

2,207

第69期
（2021年３月期）

売上高 （単位：百万円）

　非半導体関連の一般工業用研磨材につきましては、自動車及
び産業機械向け需要の回復もみられ、売上高は3,779百万円（前
期比5.8％増）となりました。
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⑵　設備投資等の状況
　当連結会計年度における設備投資の総額は1,574百万円でありました。

⑶　資金調達の状況
　設備投資の資金は全額自己資金をもって充当いたしました。

⑷　財産及び損益の状況
　企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 66 期
2018年３月期

第 67 期
2019年３月期

第 68 期
2020年３月期

第 69 期
(当連結会計年度)

2021年３月期
売 上 高 (百万円) 35,788 37,394 38,408 41,956
経 常 利 益 (百万円) 4,728 5,637 6,177 7,709
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 3,011 4,265 4,270 5,607
１株当たり当期純利益 (円) 122.16 173.07 172.98 226.85
総 資 産 (百万円) 55,439 57,848 59,496 65,773
純 資 産 (百万円) 47,848 50,231 52,079 56,088
１株当たり純資産額 (円) 1,941.26 2,037.96 2,106.74 2,268.87

（注）　１株当たり当期純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式に、株式給付信
託（ＢＢＴ）及び株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）に残存する当社株式を含めております。（前連結会計年度
346,311株、当連結会計年度310,715株）
　１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に、株式給付信託（ＢＢＴ）及び株
式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）に残存する当社株式を含めております。（前連結会計年度311,200株、当連結会計
年度310,500株）
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⑸　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出資比率 主 な 事 業 内 容

FUJIMI CORPORATION 330千
米ドル 100.0％ 研磨材等の製造・販売

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD. 5,000千
マレーシアリンギット 100.0％ 研磨材等の製造・販売

FUJIMI EUROPE GmbH 25千
ユーロ 100.0％ 研磨材等の販売

臺灣福吉米股份有限公司

（FUJIMI TAIWAN LIMITED）
800,000千
新台湾ドル 100.0％ 研磨材等の製造・販売

FUJIMI KOREA LIMITED 200,000千
韓国ウォン 100.0％ 研磨材等の販売支援

深圳福吉米科技有限公司

（FUJIMI SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD.）
3,000千
人民元 100.0％ 研磨材等の販売支援

⑹　対処すべき課題
　当社が主に事業展開している半導体市場は好不況の波が激しい産業構造にあり、当社において
は、その波から受ける影響を緩和させ、売上の安定化と更なる拡大を目指し、事業領域の拡大に
努めてまいりました。しかしながら、近年、半導体の堅調な需要に支えられ、シリコン事業及び
ＣＭＰ事業の売上が大きく伸長したことに加え、当期は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
めの「ＳＴＡＹ　ＨＯＭＥ」に伴うデータセンター及びＰＣ向けの需要増加により、市況は堅調
に推移したこと、更に、米中貿易摩擦の激化に対する懸念から在庫積み上げの動きがあったこと
から、当社の半導体向け製品の売上が大きく伸びたことにより、半導体市場への依存度が益々高
まる状況となっております。このように、依存度が高まっている半導体市場に対して、当社とし
ては、中長期的にはかつてのように前年比二桁成長が続くことを期待することは困難であると考
えております。このため、新規事業本部及び先端技術研究所においては引き続き短期及び中長期
視点での研究開発と新規事業の探索・育成による事業領域の拡大に努めるとともに、機能材事業
本部を中心に非半導体領域及び非研磨分野での用途拡大を進めていくことが当社の企業価値向上
のための課題であると認識しております。
　具体的な内容については、「７．会社の支配に関する基本方針　２．基本方針の実現に資する
取組みの概要　② 企業価値向上のための取組み(中長期経営計画)」に記載のとおりであります。
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⑺　主要な事業内容（2021年３月31日現在）
　当社グループの主な事業内容は、研磨材等の製造、販売及びこれらに付帯する一切の事業であ
ります。

⑻　主要な事務所及び工場（2021年３月31日現在）
①　当　社

本　　　社　　　　：　愛知県清須市
工　　　場　　　　：［枇杷島工場］　　愛知県清須市
　　　　　　　　　　［稲沢工場］　　　愛知県稲沢市
　　　　　　　　　　［各務原工場］　　岐阜県各務原市
　　　　　　　　　　［各務東町工場］　岐阜県各務原市
研究開発センター　：　岐阜県各務原市
先端技術研究所　　：　岐阜県各務原市
物流センター　　　：　岐阜県各務原市
東京事務所　　　　：　東京都千代田区
上海事務所　　　　：　中国

②　子会社
１）FUJIMI CORPORATION
　　所在地　：　米国
２）FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.
　　所在地　：　マレーシア
３）FUJIMI EUROPE GmbH
　　所在地　：　ドイツ
４）FUJIMI TAIWAN LIMITED
　　所在地　：　台湾
５）FUJIMI KOREA LIMITED
　　所在地　：　韓国
６）FUJIMI SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
　　所在地　：　中国
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⑼　使用人の状況（2021年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

セグメントの名称 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

日 本 604名 27名増

北 米 117名 9名増

ア ジ ア 166名 7名増

欧 州 5名 －

全 社 ( 共 通 ） 66名 7名増

合 計 958名 50名増

（注）１．全社(共通)として記載されている使用人数は、管理部門に所属しているものであります。
２．使用人数には、嘱託、パートタイマー及び派遣社員は含まれておりません。

②　当社の使用人の状況

当事業年度末使用人数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

670名 34名増 42.0歳 13.9年

（注）使用人数には、嘱託、当社から社外への出向者、パートタイマー及び派遣社員は含まれておりません。
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２ 会社の株式に関する事項（2021年３月31日現在）

⑴　発行可能株式総数 120,000,000株

⑵　発行済株式の総数 28,699,500株

⑶　株主数 6,596名
その他の法人
18.1％

個人・その他
22.1％

自己名義株式
12.8％

金融商品取引業者
1.8％

金融機関
31.0％

外国法人等
14.2％

所有者別の株式保有比率

⑷　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
(注 １ . ２ . )

有 限 会 社 コ マ 3,743千株 14.9％
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社
（信託口） 1,990 7.9

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 1,321 5.2
株 式 会 社 か ん ぽ 生 命 保 険
（ 常 任 代 理 人 株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ） 985 3.9

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 728 2.9
越 山  勇 717 2.8
フ ジ ミ 取 引 先 持 株 会 685 2.7
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社
（常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 639 2.5

一 般 財 団 法 人 越 山 科 学 技 術 振 興 財 団 600 2.3
野 田 純 孝 520 2.0

　（注）１．持株比率は、自己株式(3,667,951株)を控除して計算しております。
２．当社は、株式給付信託（ＢＢＴ）及び株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）を導入しております。
　　このため株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が当社株式310,500株を保有しておりますが、自己

株式に含まれておりません。なお、当事業年度において、当社株式700株が減少しておりますが、これ
は株式給付信託（ＢＢＴ）における給付によるものであります。
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⑸　当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に給付した株式の状況
株式数 給付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 700株 1名

　（注）１．当社の株式報酬の内容につきましては、「４⑶ 取締役及び監査役の報酬等の額」に記載しております。
２．上記は、株式給付信託（ＢＢＴ）において、当事業年度中に退任した取締役に対して給付された株式で

あります。他の取締役(社外取締役を除く)に対しては、役員株式給付規程に基づくポイント付与のみを
行っており、給付した株式はありません。

⑹　その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

３ 会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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４ 会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の状況（2021年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長 関 　 敬 史 財務本部長
常 務 取 締 役 伊 藤 広 一 品質保証本部長
取 締 役 大 脇 寿 樹 機能材事業本部長

取 締 役 鈴 木 勝 弘
CMP事業本部長兼
FUJIMI CORPORATION会長兼
FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

取 締 役 川 下 政 美
取 締 役 浅 井 侯 序 アネスト岩田株式会社　社外取締役
常 勤 監 査 役 藤 川 佳 明
監 査 役 髙 橋 正 彦 髙橋正彦事務所所長　公認会計士･税理士
監 査 役 岡 野 　 勝
　(注)１．当社と社外取締役川下政美氏及び浅井侯序氏、社外監査役髙橋正彦氏及び岡野勝氏は､会社法第427条第

１項の規定に基づき､会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
ア．社外取締役、社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令の定

める額を限度として、その責任を負う。
イ．上記の責任限定が認められるのは、社外取締役、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行

について善意でありかつ重大な過失がないときに限るものとする。
　２．取締役川下政美氏及び浅井侯序氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋

証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
　３．監査役髙橋正彦氏及び岡野勝氏は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証

券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
　４．監査役髙橋正彦氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。
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　５．2021年２月２日の取締役会決議により、2021年４月１日付で取締役の担当及び重要な兼職の状況の
一部を次のとおり変更いたしました。

氏 名 変 更 前 変 更 後

伊 藤 広 一 常 務 取 締 役
品 質 保 証 本 部 長 取 締 役 社 長 補 佐

大 脇 寿 樹 取 締 役 機 能 材 事 業 本 部 長 常 務 取 締 役 機 能 材 事 業 本 部 長

鈴 木 勝 弘
取 締 役 C M P 事 業 本 部 長 兼
FUJIMI  CORPORATION会長兼
FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

常 務 取 締 役 C M P 事 業 本 部 長 兼
F U J I M I  C O R P O R A T I O N 会 長 兼
FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

⑵　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社のすべての取締役及び監査役であり、被
保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約の内容の概要は次のとおりであります。
・ 会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及

び損害賠償金等を塡補の対象としております。
・ 被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による

違法行為等に起因する損害等については塡補の対象外としております。

⑶　取締役及び監査役の報酬等の額
①取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容決定に係る決定方針を取締役会において決議しており
ます。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の
決定方法及び決定された報酬等の内容が同決定方針と整合していることや、諮問委員会からの答
申が尊重されていることを確認しており、同決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。

（ア）基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう
株主利益及び業績と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏
まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

（イ）取締役の報酬の種類及び構成
　当社の取締役の報酬制度は、月例報酬及び業績連動報酬とし、業績連動報酬は短期の業績連
動報酬（以下、役員賞与）と中長期の業績連動報酬（株式給付信託（ＢＢＴ）。以下、株式報
酬）で構成しており、役員賞与及び株式報酬の対象者は社外取締役を除く取締役としておりま
す。
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［当社の取締役の報酬制度の構成］

株式報酬
(株式給付信託(BBT))
(一部金銭給付を含む※)

※源泉所得税等の納税相当分

取締役の報酬 役員賞与

月例報酬

業績連動報酬

（ウ）月例報酬の額の決定に関する方針
　当社の取締役の月例報酬は、個々の役位・職責に応じ定時株主総会後の取締役会で審議した
うえで決定するものとしております。
　なお、上記取締役会には、社長を委員長、役付取締役及び社外取締役を構成メンバーとする
諮問委員会に対し、社長より社長・取締役・社外取締役の月例報酬の原案を諮問し、諮問委員
会の審議を経たものを付議することとしております。

（エ）業績連動報酬（役員賞与及び株式報酬）の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針
　当社の取締役の業績連動報酬は役員賞与及び株式報酬で構成しております。
　役員賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益見込額に一定の係数を乗じた金額を配分総額
とした「当期純利益総支給ファンド」から役位に応じ設定した支給上限額の範囲で、役位・職
責を勘案した役員賞与額を取締役会で審議したうえで決定し、毎年、定時株主総会以降に支給
するものとしております。
　なお、月例報酬及び役員賞与に係る報酬限度額は、2006年６月23日開催の第54期定時株主
総会において決議された取締役の報酬限度額「年額480百万円以内」（ただし、使用人分給与
は含まない）であります。
　株式報酬は、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して取締役にポイントを
付与し、取締役退任者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者に対して、退
任時までに付与されたポイント数に応じた当社株式等を給付するものとしております。
　なお、株式報酬の付与ポイント数は、月例報酬及び役員賞与に係る報酬限度額とは別枠とし
て、2017年６月23日開催の第65期定時株主総会で決議された上限数の範囲で、役位に応じた
役位ポイント及び中長期経営計画に定める目標のうち、予め選定した業績指標の達成率により
算出するものとしております。

－ 23 －



（オ）月例報酬及び業績連動報酬の額又は数の割合の決定に関する方針
　当社の取締役の月例報酬及び役員賞与は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に
属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイト
が高まる構成としております。

②当事業年度に係る報酬等の総額等

区分
報酬等
の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の

員数（人）月例報酬 ストック・
オプション 役員賞与 退職慰労金 株式報酬

（注）1．
取締役

（社外取締役を除く） 169 87 － 75 － 6 5

監査役
（社外監査役を除く） 18 18 － － － － 1

社外役員 32 32 － － － － 4

　(注)１．株式報酬の総額は、第65期定時株主総会の決議により導入した株式給付信託（ＢＢＴ）に基づく当事業
年度中の株式給付引当金の繰入額であり、給付の際の条件等は、上記「（エ）業績連動報酬（役員賞与
及び株式報酬）の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針」のとおりであります。

　　２．役員区分ごとの報酬等の総額等には、2020年６月24日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって退
任した取締役１名が含まれております。

　　３．役員賞与に係る業績指標は親会社株主に帰属する当期純利益見込額であり、当該指標を選択した理由は
通期の企業活動の最終利益を端的に示す指標であるためであります。

　　４．取締役の金銭報酬の額及び株式報酬の付与ポイント数は、上記「（エ）業績連動報酬（役員賞与及び株
式報酬）の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針」に記載のとおりであります。取締役の金銭
報酬の額に係る決議当時の株主総会終結時点の取締役の員数は７名、株式報酬の付与ポイント数に係る
決議当時の株主総会終結時点の取締役の員数は５名であります。

　　５．監査役の金銭報酬の額は、2006年６月23日開催の第54期定時株主総会において年額60百万円以内と決
議しております。決議当時の株主総会終結時点の監査役の員数は４名であります。

③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額（百万円） 対象となる役員の

員数（人） 内容

45 3 使用人兼務役員のうち使用人分としての給与
及び賞与であります。

　(注)上記の総額には、2020年６月24日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名が含ま
れております。
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⑷　社外役員に関する事項
①　他の法人等の社外役員の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　社外役員の重要な兼職の状況は「４.会社役員に関する事項　⑴　取締役及び監査役の状況」に記載しておりま
す。なお、当社と当該他の法人等との間には特別な関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名
主 な 活 動 状 況 及 び
社 外 役 員 に 期 待 さ れ る
役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取 締 役 川 下 政 美
当事業年度開催の取締役会19回のうち18回に出席し、必要
に応じ、他社において長年経営に携わった経験と知見に基
づいた発言を行っております。

取 締 役 浅 井 侯 序
当事業年度開催の取締役会19回の全てに出席し、必要に応
じ、他社において執行役員等の要職を歴任した経験と知見
に基づいた発言を行っております。

監 査 役 髙 橋 正 彦
当事業年度開催の取締役会19回及び監査役会15回の全て
に出席し、必要に応じ、公認会計士・税理士としての専門
的知見に基づいた発言を行っております。

監 査 役 岡 野 　 勝
当事業年度開催の取締役会19回及び監査役会15回の全て
に出席し、必要に応じ、他社において長年経営に携わった
経験と知見に基づいた発言を行っております。
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５ 会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

⑵　報酬等の額
区 分 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 35百万円

当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 35百万円

（注）１．会社法上の監査と金融商品取引法上の監査を明確に区分できないため、これらの合計額を記載しておりま
す。

２．監査役会は、会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けたうえで、監査項目別監査時間及び監査報酬
の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬見積りの妥当性を
検討した結果、これらは適切であると判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。

３．当社の子会社であるFUJIMI CORPORATION､ FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.､ 
FUJIMI EUROPE GmbH及びFUJIMI TAIWAN LIMITEDは、当社の会計監査人以外の監査法人の監査
を受けております。

⑶　当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、

監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人としての
適格性、独立性や信頼性等において問題があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人
の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

なお、取締役会が会計監査人としての適格性、独立性や信頼性等において問題があると判断し
た場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案することを監査役会に請求し、監査役会
はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
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６ 業務の適正を確保するための体制
当社が業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針（内部統制システム構築に関

する基本方針）として取締役会で決議した事項は次のとおりです。
（最終改定：2019年９月17日）

１．取締役及び従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　(１)　当社は、倫理法令遵守に関する規程等を整備し、取締役及び従業員等が法令及び定款を遵守

した行動をとるための規範とする。
　(２)　当社は、倫理法令遵守の周知徹底を図る。
　(３)　内部監査室は、全社の倫理法令遵守の取り組みを横断的に統括する。
　(４)　内部監査室は法務部と連携のうえ、倫理法令遵守の状況を監査し、結果を取締役会及び監査

役会に報告する。
　(５)　当社は、倫理法令等違反行為防止のため、社内相談・通報制度を整備し、運用する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び社内規程に基づき、取締役の職務執行に関する情報を文書等に記録し保存、
管理する。監査役はこれらの文書等を常時閲覧できる。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　(１)　当社は、リスク管理に関する規程に基づき、リスク管理委員会において業務執行に伴うリス

ク及びその対応責任部門を定め、その回避措置について漏れなく管理する。
　(２)　社長室は、当社及び子会社から成るグループ全体のリスクを漏れなく全体的に管理する。
　(３)　内部監査室は、部門毎のリスク管理の状況を監査し取締役会及び監査役会に報告する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、次に定める事項により、取締役の職務執行の効率性を確保する。

　(１)　定時取締役会を月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の職務の執行を監督する。
　(２)　機動的な意思決定を行うため、取締役、本部長を構成員とする経営会議を開催する。
　(３)　取締役は、全社の中長期経営計画及び年度計画の立案、事業毎の戦略目標及び施策を策定

し、事業別、部門別の進捗状況を取締役会に報告する。

５．企業集団における業務の適正を確保するための体制
　(１)　当社は、各子会社が倫理法令遵守に関する規程等を整備し、当該各社の取締役及び従業員等

が法令及び定款を遵守した行動をとるための体制を構築する。
　(２)　当社は、各子会社が意思決定やその他組織に関する規程等を整備し、当該各社の取締役及び

従業員等が効率的な業務を実行できる体制を構築する。
　(３)　当社は、各子会社に経営上の重要な情報について、定期的な報告を義務付ける。
　(４)　内部監査室は、グループ全体の内部統制を担当する。
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　(５)　内部監査室は、各子会社における内部統制システムの構築のため、実効性を高める施策を実
施するとともに、必要な各子会社への指導・支援を実施する。

　(６)　内部監査室は、当社及び各子会社への内部監査を実施し、定期的に取締役会及び監査役会に
報告する。

６．監査役の職務を補助すべき従業員等及びその従業員等の取締役からの独立性並びにその従業員
等が行う業務の実効性に関する事項

　(１)　監査役は、監査役の職務を補助すべき従業員等の配置を求めることができる。その従業員等
の任命、異動、解任等については、監査役の同意を要する。

　(２)　監査役の職務を補助すべき従業員等は、原則他部署の従業員等を兼務せず、監査役の指揮命
令に従わなければならない。但し業務の都合等の合理的な理由により専任する従業員等を
配置できない場合は、監査役の職務補助のため配置される従業員等は監査役の指揮命令を他
に優先しなければならない。

７．取締役及び従業員等並びに各子会社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制、そ
の他の監査役への報告に関する体制

　(１)　取締役及び従業員等並びに各子会社の取締役及び従業員等は社内規程の定めにより、次の事
項を監査役に報告する。

①当社及び関係会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事項
②重大な法令及び定款違反
③内部監査の実施状況
④倫理法令遵守等に関連する相談・通報の状況
⑤その他重要な業務執行の状況

　(２)　当社は、当該報告を行った者に対し、そのことを理由として不利な取り扱いを行わない。

８．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　(１)　監査役は、以下のことを行う。

①取締役会の他、監査役が出席を必要と判断する社内の重要な会議に出席する。
②稟議書、契約書等、業務執行に関する重要な文書を閲覧する。
③取締役及び従業員等から業務執行に関する説明を受ける。
④代表取締役と定期的に意見交換を行う。
⑤会計監査人から会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。

　(２)　監査役の職務の執行に必要な費用は当社負担とする。
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９．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　当社は、反社会的勢力に対し社内規程等を定め、次の基本原則に基づき行動する。

①組織として対応
②外部専門組織との連携
③取引を含めた一切の関係遮断
④有事における民事と刑事の法的対応
⑤裏取引や資金の提供の禁止

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
当社は当社及び各子会社を対象として、遵法性と効率性の観点から業務の適正を確保することを

目的として、前記「業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針（「内部統制システ
ム構築に関する基本方針」）」に則って運用しており、その主な取組みは以下のとおりです。

１．取締役及び従業員等の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制（コンプ
ライアンス体制）

　(１)　取締役及び従業員等が法令及び定款を遵守した行動をとるための規範、「倫理綱領、企業理
念、企業ビジョン」を共有し、その周知徹底を図るため、社長室及び内部監査室が中心とな
り全従業員向けコンプライアンス遵守に関する教育を実施しております。受講終了後に、全
従業員（経営陣を含む）より受講確認書を受領しております。

　(２)　当社は、公益通報者保護法に基づいた「公益通報者保護規程」を制定しており、内部通報の
内容を賞罰委員会及び監査役に報告しております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（情報保存管理体制）
当社は、関係する情報を文書管理規程に従い重要な文書として記録し、定められた期間に亘
り保存及び管理しております。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理体制）
当社は、業務執行に係るリスクを低減するため、リスク管理規程に基づき、年２回リスク管
理委員会を開催しております。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（効率的職務執行体制）
当社は、上記「内部統制システム構築に関する基本方針」の趣旨に基づき、月１回の定時取
締役会を、加えて必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しており、当期は合計19回開催しま
した。なお、取締役会で審議される事項は、経営会議にて予め審議しております。
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５．企業集団における業務の適正を確保するための体制（子会社管理体制）
　(１)　各子会社の取締役及び従業員等に「倫理綱領、企業理念、企業ビジョン」を共有し、その周

知徹底を図るため、経営幹部、社長室及び内部監査室が全従業員向けに教育を実施しており
ます。

　(２)　当社及び各子会社はグローバルリスク管理委員会を年２回開催し、様々なリスクについて審
議することにより子会社を含めたグローバルベースのリスク管理を機能させております。

　(３)　当社の経営幹部は各子会社より月次又は適時に業務の適正性について報告を受け執行の状
況の確認をしております。

６．監査役の職務を補助すべき従業員等及びその従業員等の取締役からの独立性並びにその従業員
等が行う業務の実効性に関する事項

当期においては、監査役から監査役職務を補佐すべき使用人を置く必要があるとの申し出を
受けておりません。

７．取締役及び従業員等並びに各子会社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制、そ
の他の監査役への報告に関する体制

　(１)　監査役は、当社取締役会ほか重要な会議に出席するとともに、各子会社から提出される月報
等を確認する等したうえで必要に応じ、各社役職者に対してその説明を求めております。ま
た、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を持ち、情報交換等の連携を図っておりま
す。

　(２)　取締役は、監査役に対し当社及び各子会社に重大な影響を及ぼす事項等について速やかに報
告を行っております。

８．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、上記「内部統制システム構築に関する基本方針」の趣旨に基づき、取締役の職務
の執行に係る文書等を必要に応じ閲覧できる環境下にあります。また、監査役・会計監査人・
内部監査室の三様監査を通じて、監査役監査が実効性あるよう対応しております。

９．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わないことを基本方針とし
て「倫理綱領」「企業理念」に定め、全従業員へ当該基本方針の遵守を徹底しております。
当社は警察関係機関等の外部専門機関、弁護士等外部専門家と連携し、積極的に情報交換に
努めております。また、当社は、取引基本契約等へ反社会的勢力排除条項を設定しておりま
す。

－ 30 －



７ 会社の支配に関する基本方針
　株式会社の支配に関する基本方針については次のとおりであります。

　１．基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社

の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的
に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社の株式は金融商品取引所に上場されていることから、資本市場において自由に取引される
べきものであると考えております。したがって、当社の株券等の大規模買付行為（下記３．②に
定義します。以下同じとします。）については、原則としてこれを否定するものではなく、当社
の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて決
定されるべきものと考えております。また、当社は、当社の株券等の大規模買付行為であっても、
当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありま
せん。

しかしながら、株券等の大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主
共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、十分な時間や情報が提供されないまま、株主に
株式の売却を事実上強要する恐れのあるものや、対象会社の取締役会や株主が当該大規模買付行
為の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案の提案等を行うための十分な
時間や情報を与えないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少
なくありません。

また、2021年３月31日現在における当社の大株主の状況は、２．「会社の株式に関する事項」
のとおりであり、当社役員及びその親族、関係者（以下「当社役員等」といいます。）が発行済
株式の一部を保有しております。当社は上場会社であり、当社役員等が各々の事情により株式の
譲渡その他の処分をすることや役員の異動等によって持株比率が低下する可能性も否定できない
ことに加え、これまで注力してきた当社事業の基盤を成す人材の育成や設備投資、中長期的な事
業領域の拡大に結びつく新規成長事業への投資等、自己資本の充実、又は他社との業務資本提携
等のために、必要となる資金を資本市場から調達することもひとつの選択肢として考えられ、こ
れを実施する場合には、現在の役員等の持株比率が低下する可能性もあり得るものと考えており
ます。

当社の企業価値の源泉を十分理解し、これらを中長期的に確保し、長年築きあげてきた技術、
ノウハウ等の無形の経営資源と市場とを有機的に結合させ企業価値の増大を図る経営をすること
ができなければ、ステークホルダーの信頼を得ることができず、当社の企業価値ひいては株主共
同の利益に反することとなると考えます。
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当社は、上記のような当社の企業価値の源泉を理解せず、これらを中長期的に確保し、企業価
値の増大を図る経営を企図しない大規模買付行為やこれに類似する行為により、当社の企業価値
ひいては株主共同の利益に反する恐れがある当社の株券等の大規模買付行為を行う者は、当社の
財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行
為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の
利益を確保する必要があると考えます。

　２．基本方針の実現に資する取組みの概要
① 当社の企業価値の源泉について

当社の創業以来蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた当社製品の数々は、シリコンウ
ェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なＣＭＰ（化学的機
械的平坦化）、ハードディスクの研磨等、高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬも
のとなっております。なかでも、主力事業分野である半導体基板向け超精密研磨材では世界ナン
バーワンのマーケットシェアを維持しており、超精密研磨のリーディングカンパニーとして市場
優位性を維持しております。

当社は、超精密研磨分野において長年にわたってお客様の要求に応え続けるとともに、開発・
製造技術の向上・蓄積に努めてまいりました。その過程において、お客様との信頼関係を築き上
げ、柱となる３つのコア技術「ろ過・分級・精製技術」「パウダー技術」「ケミカル技術」を確
立しました。「ろ過・分級・精製技術」は、砥粒の粒度分布を制御し、研磨対象物の品質に悪影
響を及ぼす粗大粒子や不純物を除去する技術、「パウダー技術」は、粒子の形状を制御し、異な
る粒子を均一に混ぜ合わせ造粒する技術、「ケミカル技術」は、研磨材の性能向上に寄与する分
散・溶解・表面保護作用を発現させる添加剤を適切に選定する技術です。

当社のコーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」には、先端技術を通してより良い
製品づくりに貢献し、人々の心をつなぎ、生活を豊かにするという意味が込められており、人を
尊重し地球環境に配慮した製品づくりが当社の「ものづくり」の根底に流れております。当社は
こうした「ものづくりの精神」と従業員一人ひとりが変化に果敢に挑戦するという企業風土によ
り、企業競争力を高めてまいりました。

当社の企業価値の源泉は、こうした製造現場と一体となった高い技術力・開発力、長い歴史の
なかで培われたお客様との信頼関係、労使間の健全かつ一体感のある企業風土にあると考えてお
ります。今後の技術革新をリードし業績の拡大を目指していくためにも、お客様の信頼度の更な
る向上、従業員の士気向上を図っていくことが重要と考えており、当社はこうした方針のもと、
引き続き企業価値の向上にグループを挙げ取り組んでまいります。
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② 企業価値向上のための取組み(中長期経営計画)
2016年11月に策定した現行の中長期経営計画では、「私たちは一人ひとりの前向きなアイデ

アとチャレンジを応援します」を中長期企業ビジョンに据えました。これは、社員一人ひとりか
ら自発的なアイデアとチャレンジが次々と生まれ、それを育む土壌を整えることで、環境の変化
に対応し、目指すべき最終ゴールである企業文化ビジョンに掲げた「強く、やさしく、面白い」
会社に向かっていくことを意図したものです。

当社が主たる事業領域としている半導体市場の環境変化は激しさを増しており、売上高の８割
近くを半導体関連分野が占める当社への影響も小さくありません。長らく半導体市場の主役であ
ったパソコンに代わり、市場を牽引してきたスマートフォンも既に成長率は大きく鈍化し、ポス
トスマートフォンとしてＡＩ、ＩｏＴ、自動運転等業界の動きが活発化しております。こうした
事業環境下、安定的かつ持続的な成長を遂げるためには、特定の市場や用途に偏ることがない事
業構造が必要であると考え、非半導体関連売上構成比の向上を目指してまいりました。一方で、
当社は2012年に事業ドメインを「パウダー＆サーフェス」と定めましたが、実際のところは従前
同様に研磨材を中心にした事業活動が軸となっておりました。

中長期経営計画では、成長の方向性として目指す事業ドメインを改めて「パウダー＆サーフェ
ス」と再認識するとともに、「表面加工ソリューション」を新たに掲げ、新規事業売上構成比、
非半導体向け売上構成比及び非研磨分野売上構成比の向上に向けた取組みを進めております。ま
た、新規用途の拡充及び新規事業の育成・獲得も中長期経営計画の一つの柱としており、短期的
には既存事業での深掘りと周辺領域の新規用途開拓を進め、中期的には「パウダー＆サーフェス」
を意識した非研磨用途・事業を拡充し、更に長期視点では新規事業・新技術育成を進めておりま
す。なお、長期視点の活動につきましては、2015年４月に先端技術研究所を設置し、既存事業の
基盤強化と中長期視点での研究開発、新規事業機会の探索と創出及び当社技術の強みを体系化・
全社共有化・伝播することに取組んでおります。その取組みの一環として当社事業の強化と新規
事業創出のスピードアップを目的として、同年11月にコーポレート・ベンチャー・キャピタルフ
ァンドを設立し、独自技術を有する複数のベンチャー企業に対して出資を行っております。

上記取組み成果を測る指標として、新規事業売上構成比、非半導体向け売上構成比及び非研磨
分野売上構成比について目標を定め、定期的に進捗の確認を行い、安定的かつ持続的な成長に繋
げてまいります。

また、成長分野への積極投資と併せ株主の皆様への還元についても目標とする連結配当性向を
50％以上とし強化しております。ＣＳＲ活動においては、これまでの活動に加え、両立支援、女
性活躍推進等にもより一層力を注ぎ、持続的な企業価値増大を目指してまいります。
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具体的な各事業毎の施策は以下のとおりであります。

[シリコン事業]
半導体基板となるシリコンウェハーを高精度に平坦・鏡面化する研磨工程で用いられる研磨材

を研究開発し製造販売する事業です。切断から仕上げ研磨までトータルソリューションを可能と
する高品質な製品・サービスを揃えております。益々高度化するお客様の要求に応えるべく、引
き続き新技術に支えられた独自性の高い新製品を提供し、「最も信頼されるパートナー」を目指
してまいります。また、近年、電気自動車、ハイブリッド自動車の普及が進む中で、注目度が高
まっているパワーデバイス基板向け製品開発にも注力し、一部上市しております。
[ＣＭＰ事業]
半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。半導体デ

バイスは高性能化、高密度化、高集積化に伴い、ＣＭＰが適用される工程は増加傾向にあります。
お客様の製造・開発拠点に近い、日本、米国、台湾に製造・開発拠点を設け、お客様とより密接
な関係を構築し、お客様のロードマップに沿った新製品を開発しております。
[ディスク事業]
デジタルデータの記録媒体であるハードディスクドライブ用ディスク基板の製造工程に用いら

れる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。お客様の生産拠点が集中するマレーシアに製造
拠点を置くとともに技術スタッフを配置し、技術サポートを実施することでお客様との信頼関係
を構築しております。クラウドサービスや５Ｇにより送受信されるデータ容量の増加が見込まれ
ており、データセンター向けのハードディスク需要が高まっている中で、次世代ディスク基板へ
の要求を早期に入手し具現化するため基礎開発の拡充も図り、お客様の要求に合った新製品をタ
イムリーに提供してまいります。
[機能材事業]
電子部品、自動車、レンズ等の製造工程で使用される精密砥石、研磨布紙及びラッピング・　

ポリシング・ブラスト向けの研磨材と充填剤等として使用される機能性材を研究開発し製造販売
する事業です。粒子形状・粒度分布制御及び造粒技術を始めとするパウダー技術を活かし、お客
様のご要望に的確な対応をすることにより潜在的なニーズまでも引き出し、更に信頼を高めてま
いります。また、パウダーの新たな用途についても技術力を強化し、探索を進めております。
[溶射材事業]
半導体装置、航空機及び鉄鋼等様々な業界の機械部材の長寿命化、高機能化を実現するために、

環境に優しい表面処理として使用される溶射用途向けに、主にサーメット、セラミックス等の溶
射材を研究開発し製造販売する事業です。独自の粉末造粒技術を一層強化し、タイムリーなソリ
ューション提案を行うとともに、新規市場として期待される３Ｄプリンター用超硬材料等の開発
にも注力し、売上拡大を目指してまいります。
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[新規事業]
既存事業以外の様々な新規用途で用いられる、多種多様な材料（金属、樹脂、セラミック、　

複合材料等）や形状（２次元、３次元形状）に対応した研磨材等を研究開発し製造販売する事業
です。世界の様々な業界のお客様から寄せられる、新たな表面創成のご要望に、研磨材のみなら
ず用途に応じた周辺消耗材や装置、加工プロセスまでを含めたトータルソリューションでお応え
してまいります。

　３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを
防止するための取組みの概要

① 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策の目的
上記１．記載の基本方針に基づいて、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を毀損するような一方的かつ大規模な買付行為及びその類似行為を行う者に対しては、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を確保するために、もっとも適切と思われる措置を迅速かつ的
確に講じる必要性があると認識しております。このような認識のもと、当社取締役会は、こうし
た不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企
業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するとともに、大規模買付行為が
行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる
大規模買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主共同の
利益のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的として、「当社株券等の大規模買付行為
に関する対応方針（買収防衛策）」を更新することを決定し、2020年６月24日開催の定時株主
総会で承認を得ました。（以下「本対応方針」といいます。）

② 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策の概要
本対応方針は、（ア）当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以

上となる買付けその他の取得、もしくは、（イ）当社が発行者である株券等について、公開買付
けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公
開買付けのいずれかに該当する買付けその他の取得もしくはこれらに類似する行為又はこれらの
提案（「７．会社の支配に関する基本方針」において、あわせて「大規模買付行為」といいます。）
を適用対象としています。

本対応方針では、当社取締役会が、大規模買付行為を行い又は行おうとする者（以下「大規模
買付者」といいます。）に対して本対応方針に定める大規模買付情報の提供を要請するための手
続を定めています。

取締役会は、（ア）大規模買付者等が本対応方針に定められた手続を遵守せず、又は（イ）大
規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうような、本対応方針に
定める一定の類型に該当すると判断される場合又は該当すると客観的かつ合理的に疑われる事情
が存する場合には、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、
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この諮問に基づき、所定の期間内に、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得た上で、当社取
締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。

当社取締役会は、上記独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、本対応方針における対抗
措置の発動を決定します。当社取締役会が対抗措置として一定の行使条件及び取得条項等が付さ
れた新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当ての実施を決議した場合、当
社は、本新株予約権を当該決議によって定める全ての株主に対して無償割当ての方法により割り
当てます。

　４．上記取組みが基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地
位の維持を目的とするものでないこと及びその理由

上記２．記載の取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上
させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針に沿うものであり、当社
の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもな
いと判断しております。

また、上記３．記載の取組みである本対応方針は、大規模買付行為が行われる際に、当社取締
役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付に応じるべき
か否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主共同の利益のために交渉を行う
こと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させるた
めの枠組みであり、基本方針に沿うものであると考えております。

さらに、本対応方針は、（ア）株主総会の承認により継続され、また必要があれば株主意思確
認総会を経る場合がある等、株主意思を重視するものであること、（イ）経済産業省及び法務省
が2005年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策
に関する指針」の定める三原則を完全に充足し、企業価値研究会が2008年６月30日に公表した
「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に関する議論等をも踏まえていること、
（ウ）合理的かつ客観的な対抗措置発動要件が設定されていること、（エ）当社取締役会から独
立した組織として独立委員会が設置され、取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重して意思決
定することとされていること、（オ）本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、
当社株主総会で選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止することができる
ものとされていること、（カ）当社の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとされていること等から、当社の株主共同の利
益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えており
ます。

なお、本対応方針の詳細につきましては、当社のウェブサイト(https://www.fujimiinc.co.jp/)
の2020年５月13日付のニュースリリース「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買
収防衛策）の更新について」をご参照ください。
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連結計算書類
連結貸借対照表（2021年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

47,967
29,424
9,098
1,900
4,048

999
2,278

231
△13

17,806
13,575
6,553
1,606
3,527

613
1,274

440
394
46

3,789
2,562
1,117

119
△9

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）

流 動 負 債 8,309

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,880

未 払 法 人 税 等 1,274

賞 与 引 当 金 1,438

そ の 他 2,714

固 定 負 債 1,375

繰 延 税 金 負 債 0

退 職 給 付 に 係 る 負 債 901

株 式 給 付 引 当 金 329

そ の 他 144

負 債 合 計 9,684

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 55,179

資 本 金 4,753

資 本 剰 余 金 5,570

利 益 剰 余 金 50,303

自 己 株 式 △5,448

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 908

その他有価証券評価差額金 321

為 替 換 算 調 整 勘 定 685

退職給付に係る調整累計額 △97

純 資 産 合 計 56,088

資 産 合 計 65,773 負 債 及 び 純 資 産 合 計 65,773
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連結損益計算書（自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 41,956
売 上 原 価 22,951

売 上 総 利 益 19,005
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,366

営 業 利 益 7,639
営 業 外 収 益

受 取 利 息 70
受 取 配 当 金 30
受 取 保 険 金 47
廃 棄 物 処 分 益 30
そ の 他 36 214

営 業 外 費 用
為 替 差 損 122
そ の 他 22 144

経 常 利 益 7,709
特 別 損 失

減 損 損 失 467 467
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 7,242
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,037
法 人 税 等 調 整 額 △402 1,634
当 期 純 利 益 5,607
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 5,607
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計算書類
貸借対照表（2021年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 装 置
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
その他の関係会社有価証券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

37,525
21,401

497
8,731
1,900
2,216

951
1,647

86
107

△13
18,861
9,529
3,562

156
1,372

718
3,432

276
10

409
363
46

8,923
2,287
5,224

274
1,047

98
△9

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 7,156

買 掛 金 2,436
未 払 金 1,432
未 払 費 用 304
未 払 法 人 税 等 997
賞 与 引 当 金 1,173
そ の 他 812

固 定 負 債 1,146
退 職 給 付 引 当 金 760
株 式 給 付 引 当 金 329
そ の 他 56

負 債 合 計 8,303
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 47,763

資 本 金 4,753
資 本 剰 余 金 5,570

資 本 準 備 金 5,038
そ の 他 資 本 剰 余 金 532

利 益 剰 余 金 42,887
利 益 準 備 金 362
そ の 他 利 益 剰 余 金 42,524

別 途 積 立 金 36,500
繰 越 利 益 剰 余 金 6,024

自 己 株 式 △5,448
評 価 ・ 換 算 差 額 等 321

その他有価証券評価差額金 321
純 資 産 合 計 48,084

資 産 合 計 56,387 負 債 及 び 純 資 産 合 計 56,387
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損益計算書（自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 32,601
売 上 原 価 18,411

売 上 総 利 益 14,189
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,100

営 業 利 益 5,089
営 業 外 収 益

受 取 利 息 8
受 取 配 当 金 1,895
そ の 他 84 1,988

営 業 外 費 用
為 替 差 損 32
減 価 償 却 費 11
そ の 他 12 56
経 常 利 益 7,021

特 別 損 失
減 損 損 失 467 467

税 引 前 当 期 純 利 益 6,554
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,414
法 人 税 等 調 整 額 △328 1,085
当 期 純 利 益 5,468
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監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
 2021年５月14日

株式会社フジミインコーポレーテッド
　　　　　　　　取 締 役 会　御中

有限責任監査法人トーマツ
　　　　名 古 屋 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 今 泉 　 誠 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 淺 井 明 紀 子 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社フジミインコーポレーテッドの2020年４月１日から2021年３
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算
書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フジ
ミインコーポレーテッド及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 42 －



計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月14日
株式会社フジミインコーポレーテッド

　　　　　　　　取 締 役 会　御中
有限責任監査法人トーマツ
　　　　名 古 屋 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 今 泉 　 誠 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 淺 井 明 紀 子 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フジミインコーポレーテッドの2020年４月１日から2021
年３月31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第69期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の
とおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組
みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加
えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、及び株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸
借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法
施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同
の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな
いと認めます。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月18日
株式会社フジミインコーポレーテッド　監査役会

常 勤 監 査 役 藤 川 佳 明 ㊞
社 外 監 査 役 髙 橋 正 彦 ㊞
社 外 監 査 役 岡 野 　 勝 ㊞

以　上
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株主総会会場ご案内図
会 場 愛知県清須市西枇杷島町小田井一丁目12番地１

にしび創造センター　ドレミホール（３階）
電話番号 (052)－504－6361（代表）

最寄りの駅 ●名古屋鉄道 --------＞下小田井駅（犬山線） 徒歩 3 分
西枇杷島駅（名古屋本線） 徒歩15分

●Ｊ　Ｒ --------＞枇杷島駅 （東海道本線） 徒歩15分
●東海交通事業--------＞ 〃 （城北線） 徒歩15分
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（注）　駐車場は手狭のため、お車でのご来場はご遠慮くださいますよう
お願い申しあげます。

出発地から株主総会会場まで
スマートフォンがご案内します。
右図を読み取りください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


